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利 用 規 約 
平成２９年１２月２５日 

 
由利本荘市オープンデータ利用規約 

 
平成２９年１２月２５日 制定 

 
由利本荘市オープンデータ利用規約（以下「この規約」といいます。）は、由利本荘市公

式ウェブサイトにおけるオープンデータカタログページ（以下「カタログ」といいます。）
に掲載する各種データ等の情報（以下「データ等」といいます。）を適正に利用し、有効に
活用していただくために必要な遵守事項を定めたものです。 
 
１ データ等の利用にあたって 

データ等は、この規約とは別の定めが適用されるものを除き、この規約に従って利用して
ください。また、データ等の利用をもってこの規約を承諾したものとみなします。 
 
２ 権利の取扱い 

データ等の権利については、次のとおりとします。 
（１） 著作権等 

由利本荘市が著作権を有するデータ等の利用については、別の定め（この規約の他の記
載によるものを含む。）がある場合を除いて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの
表示 4.0 国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja に定める利用許
諾条項を指します。以下「CC BY」といいます。）によるものとします。 

なお、単なるファクトデータを単純に表現したもの及び単なるファクトデータを創作
性のない構造によりデータベース化したもの（以下「単なるファクトデータ等」といいま
す。）は、著作物としての保護の対象となりませんので、これらについては CC BY の適用
はなく、自由に利用できます。 
（２） 第三者の権利 

データ等の中には、第三者（由利本荘市以外の者をいいます。以下同じ。）が知的財産
権その他の権利（例としては、写真における肖像権、パブリシティ権等。）を有している
場合があります。第三者が権利を有しているデータ等（その一部である場合は、その部分。
以下同じ。）については、特に権利処理済であることが明示されている場合を除き、利用
者の責任で、その第三者から利用の許諾を得るものとします。 

なお、データ等のうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によっ
て第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもあり
ますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあり
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ますので、利用する場合は利用者の責任において確認してください。 
また、外部データベース等との API 連携等により取得しているデータ等については、

その提供元の利用条件に従ってください。 
（３） 出典の表示 

データ等を利用する際は、出典を表示してください。出典の表示例を次に示しますが、
必ずしもこれによらなければならないものではなく、趣旨を御理解のうえ、利用の態様に
よって合理的な表示としてください。 

① データ等を翻案せずにそのまま複製する場合の表示例： 
[データ等のタイトル]、由利本荘市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示
4.0 国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja） 

② データ等を翻案して利用する場合の表示例： 
この[作品・アプリケーション・データベース等]は、次の著作物を翻案して利用し
ています。[データ等のタイトル]、由利本荘市、クリエイティブ・コモンズ・ライ
センス表示 4.0 国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja） 

（４） 単なるファクトデータ等の出典の表示 
単なるファクトデータ等についても、その出所を明らかにしデータ等の利用を促進す

るため、可能であれば（３）に準じた出典の表示をいただければ幸いです。。 
（５） 利用報告 

データ等の利用状況を把握し、由利本荘市におけるデータ活用推進の参考とするため、
データ等を利用した場合は、可能であれば joho@city.yurihonjo.lg.jp まで電子メールで
御報告いただければ幸いです。その際、件名は「オープンデータ活用報告」でお願いいた
します。 

 
３ 禁止事項 

データ等の利用に関して、利用者が次の行為を行うことを禁止します。 
① 由利本荘市又は第三者に損害を与える行為又は損害を与えるおそれのある行為 
② カタログの運営を妨害する行為 
③ データ等を翻案した二次的著作物を、あたかも由利本荘市が作成したかのような態

様で利用する行為 
④ その他、法令に違反する行為又はそのおそれがある行為 

 
４ 免責事項 

由利本荘市の免責事項について、次のとおりとします。 
① データ等の内容の正確性、網羅性、安全性、特定の目的への適合性等について、由利

本荘市は一切の保証を行いません。また、データ等は由利本荘市の活動に関する情報
の一部であって、その全てを網羅するものではありません。 
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② データ等を利用したこと、利用できなかったこと、データ等の内容に基づいて利用者
が下した意思決定及び起こした行動によって生じた全ての結果について、由利本荘
市は一切の責任を負いません。 

③ データ等の改変・削除、カタログのアドレス変更、リンク切れ等表示にかかわる不具
合その他データ等の提供が停止したことに起因して生じる影響や損害について、由
利本荘市は一切の責任を負いません。 

④ 利用者のこの規約に違反する行為、若しくは利用者による第三者の権利侵害に起因
し又は関連して生じた全ての苦情や請求については、利用者自身の責任と利用者の
費用負担において解決するものとし、由利本荘市は一切の責任を負いません。 

 
５ 由利本荘市による損害賠償 

利用者のこの規約に違反する行為、若しくは利用者による第三者の権利侵害に起因し又
は関連して生じた全ての苦情や請求に関して由利本荘市に費用が発生した場合には、由利
本荘市はその原因となった利用者に対して損害の賠償を請求する権利を有します。 
 
６ 合意管轄 

この規約及びこの規約によるデータ等の利用に関する紛争については、由利本荘市の所
在地を管轄する地方裁判所（平成２９年１２月２５日時点では秋田地方裁判所。）を第一審
の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
７ 関連法令等 

関連法令等については、次のとおりとします。 
（１） 準拠法 

この規約は、日本法に基づいて解釈及び適用されます。 
（２） 著作権法における引用等 

この規約は、著作権法上適正に認められている引用などの利用について、制限するもの
ではありません。 
（３） 他の規約との関係 

個別の法令又は契約に定める利用条件がある場合には、原則としてその利用条件が適
用されます。 

ただし、明白に由利本荘市のみが権利を有するデータ等又は単なるファクトデータ等
について、それらがカタログとは別のウェブサイト等においても公開されている場合に
おいて、そのウェブサイト等の定めとこの規約が異なるときであって、それらの利用者が
カタログを利用するときは、この規約が優先します。 
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８ その他 
その他、雑則を次のとおりとします。 
（１） 規約の適用範囲 

この規約は、由利本荘市公式ウェブサイトに掲載する全ての情報について適用するも
のではありません。 
（２） 規約の変更 

この規約の内容は、予告なしに変更することがありますので、データ等の利用にあたっ
ては、カタログでこの規約の最新の内容を確認してください。なお、既に以前のこの規約
に従ってデータ等を利用している場合には、引き続きその条件が適用されます。 
 
附則 

この規約は、平成２９年１２月２５日から施行する。 


